
1 

佐
賀
県
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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佐
賀
県
規
則
第
五
十
二
号 

佐
賀
県
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
一
年
佐
賀
県
条
例
第
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。 

（
勧
告
） 

第
三
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
勧
告
（
以
下
単
に
「
勧
告
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

不
動
産
所
有
者
等
が
、
契
約
の
相
手
方
が
暴
力
団
事
務
所
等
を
開
設
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
不
動
産
の
取
引
に
係
る
契
約
の
締
結
又
は
代
理
若
し
く
は

媒
介
を
行
っ
た
と
き
。 

二 

不
動
産
所
有
者
等
が
、
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
定
め
を
設
け
る
こ
と
な
く

不
動
産
の
取
引
に
係
る
契
約
の
締
結
又
は
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
っ
た
と
き
。 

三 

不
動
産
の
所
有
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

契
約
の
解
除
又
は
不
動
産
の
買
戻
し
を
行
わ
な
い
と
き
。 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
支
障
が
生
じ

て
い
る
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

勧
告
は
、
書
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。 
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３ 

知
事
は
、
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

警
察
本
部
長
は
、
不
動
産
所
有
者
等
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う

に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
り
、
知
事
が
当
該
不
動
産
所
有
者
等
に
対
し
て
必
要
な
措
置

を
と
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の

旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
県
が
行
う
契
約
か
ら
の
排
除
期
間
等
） 

第
四
条 

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
四
月
以
上
十
二
月
以
内
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
が
行
う
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
と
す
る
。 

一 

工
事
の
請
負
契
約 

二 

製
造
の
請
負
契
約 

三 

物
件
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
の
契
約 

四 

役
務
の
提
供
又
は
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約 

五 

不
用
品
の
売
払
い
契
約 

六 

公
有
財
産
の
売
払
い
又
は
貸
付
け
の
契
約 

七 

金
銭
の
貸
付
契
約 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
が
当
事
者
と
な
っ
て
行
う
契
約 

３ 

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
県
が
行
う
契
約
か
ら
の
排
除
（
以
下
「
県

契
約
か
ら
の
排
除
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
当
該
不
動
産
所
有
者
等

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
県
契
約
か
ら
の
排
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
公
表
事
項
等
） 

第
五
条 

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 

勧
告
を
行
っ
た
日 
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二 

条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
以
下
単
に
「
公
表
」
と
い
う
。
）
の
名

あ
て
人
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
住
所 

三 

公
表
の
名
あ
て
人
の
勧
告
に
係
る
行
為
の
概
要 

四 

勧
告
の
内
容 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

公
表
は
、
県
の
広
報
媒
体
に
掲
載
す
る
方
法
そ
の
他
広
く
県
民
に
周
知
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
意
見
陳
述
の
方
式
） 

第
六
条 

条
例
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
は
、
知
事
が
口
頭
で
す
る
こ
と

を
認
め
た
と
き
を
除
き
、
意
見
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

公
表
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
（
以
下
「
公
表
予
定
者
」
と
い
う
。
）
は
、
条
例
第
六

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
と
き
は
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
の
通
知
） 

第
七
条 

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
（
以
下
「
意

見
陳
述
の
機
会
」
と
い
う
。
）
を
与
え
る
と
き
は
、
意
見
書
の
提
出
期
限
（
口
頭
に
よ
る
意

見
陳
述
の
機
会
の
付
与
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
）
の
一
週
間
前
の
日
ま
で
に
、
公

表
予
定
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

予
定
さ
れ
る
公
表
の
内
容 

二 

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実 

三 

意
見
書
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限
（
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
を
行
う

場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場
所
） 
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２ 

知
事
は
、
公
表
予
定
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
、
そ
の
者
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
知
事

が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
佐

賀
県
庁
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到

達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
代
理
人
） 

第
八
条 

前
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
者
（
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知

が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人

を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

代
理
人
は
、
各
自
、
当
事
者
の
た
め
に
、
意
見
陳
述
の
機
会
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

代
理
人
の
資
格
は
、
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
選
任
し
た
当
事
者
は
、
書
面

で
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
意
見
陳
述
の
機
会
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
） 

第
九
条 

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
期
限
の
延
長
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
若
し
く
は
場
所
の
変
更
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
、
意
見
書
の
提
出
期
限
を
延
長

し
、
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
若
し
く
は
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
聴
取
） 

第
十
条 

口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
き
は
、
知
事
の
指
名
す
る
職
員
は
、

意
見
を
録
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
意
見
陳
述
調
書
） 
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第
十
一
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
録
取
す
る
者
（
以
下
「
意
見
録
取
者
」
と
い
う
。
）

は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
調
書
（
以
下
「
意
見
陳
述
調
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
署
名

し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

意
見
陳
述
の
件
名 

二 

意
見
陳
述
の
日
時
及
び
場
所 

三 

意
見
録
取
者
の
職
名
及
び
氏
名 

四 

意
見
陳
述
に
出
頭
し
た
当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所 

五 

当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
の
意
見
陳
述
の
要
旨 

六 

証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
標
目 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

２ 

意
見
陳
述
調
書
に
は
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
添

付
し
て
そ
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
意
見
陳
述
の
要
旨
の
確
認
等
） 

第
十
二
条 

意
見
録
取
者
は
、
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
終
了
後
、
速
や
か
に
、
当
事
者
又

は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
前
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
意
見
陳
述
の
要
旨
が
当
該
意

見
陳
述
の
機
会
の
付
与
に
お
け
る
発
言
内
容
と
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
意
見
陳
述
調

書
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
署
名
又
は
記
名
押
印
を
拒
否
し
、
又
は
で
き
な
い
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
意
見
録
取

者
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
意
見
陳
述
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
意
見
陳
述
調
書
の
提
出
） 

第
十
三
条 

意
見
録
取
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
手
続
の
終
了
後
、
速
や
か
に
、
意
見
陳
述

調
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
意
見
書
の
不
提
出
等
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
七
条
第
一
項
の
提
出
期
限
ま
で
に
意
見
書
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が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
又
は
意
見
陳
述
の
日
時
に
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
が
出
頭

し
な
い
場
合
に
は
、
改
め
て
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
補
則
） 

第
十
五
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


